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資料 1 

 

 

県基幹統計調査の指定及び匿名データの作成について 

 

県統計調査に係る標記のことについて、所管課の実施状況と意見聴取を踏まえ、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 県基幹統計調査の指定（統計調査条例第 3 条）について 

(1) 指定の概要 

知事等は、調査の結果数値が、行政の意思決定や県民の権利義務（例：給付額の決定

等）に直接影響を及ぼすような重要な県統計調査については、所要の結果精度確保のた

め、統計調査条例（以下「条例」という。）の規定に基づき、県統計委員会の意見を聴いた上

で、調査客体に報告義務（違反した場合の罰則規定もあり。）を課する「県基幹統計調査」

に指定することができる。 

(2) 結論 

令和２年度に実施を予定している県統計調査について、結果用途、調査票の回収率・記

入内容、所管課の意見を踏まえて判断の結果、県基幹統計調査の指定を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【統計調査条例〔抜粋〕】 

（県基幹統計調査の指定等） 

第３条 知事等は、前条第２項の規定による指定（以下この条において単に「指定」という。）をしようと

するときは、あらかじめ、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１条第１項に規定する

統計委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなければならない。 

２ 知事等は、指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 

３ 前２項の規定は、指定の解除について準用する。 

４ 知事等は、県基幹統計調査を行おうとするときは、その目的、範囲、事項、方法、次条に規定する報

告義務に関する事項その他必要な事項を告示しなければならない。 
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２ 調査票情報に係る「匿名データ」の作成と外部提供について（条例第 12 条、第 13 条） 

(1) 作成・提供の概要 

知事等は、その行った県統計調査の調査票情報を加工して、匿名データを作成すること

ができる。このうち、県基幹統計調査に係る匿名データを作成するときは、あらかじめ、県統

計委員会の意見を聴かなければならない。 

また、知事等は、学術研究の発展に資する場合及び相当の公益性を有する統計の作成

等を行う場合には、外部からの求めに応じ、手数料を徴して匿名データを提供することがで

きる。 

(2) 結論    

該当案件なし。令和 2 年度実施予定の県統計調査 3 件は県基幹統計調査ではなく、匿

名データ作成の需要及び外部からの提供依頼もない。 

 

  

【統計調査条例〔抜粋〕】 

（匿名データの作成及び提供） 

第 12 条 知事等は、その行った県統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成す

ることができる。 

２ 知事等は、前項の規定により県基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、

あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事等は、知事等の規則で定めるところにより、一般からの求めに応じ、第１項の規定によ

り作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を

受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として知事等の規則で定めるも

のを行う者に提供することができる。 

４                （略） 

（手数料） 

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。 

                  (略) 

(３) 前条第３項の規定により匿名データの提供を受ける者 次に掲げる額の合計額 

ア 2,000円 

イ 知事等が調査の基準となる期日又は期間及び調査票情報の種類に応じて区分した匿名

データファイル１ファイルにつき4,500円 

ウ 匿名データの提供の方法に応じ、実費を勘案して知事等の規則で定める額 
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（参考） 

統計調査調整規程（昭和 39 年 2 月 18 日訓令甲第 2 号）第 3 条第 1 項に基づく実施計画 

実施課長等 調査名 実施時期 
基幹統計 

指定意向 

匿名デー

タの需要 

統計課長 市町別毎月人口推計調査 毎月１日現在 無 無 

港湾課長  兵庫県港湾調査 
（毎年） 

1 月 1 日～12 月 31 日 
無 無 

健康増進課長 
受動喫煙の防止等に関する条

例の対応状況実態調査 

（概ね３年周期） 

令和２年 10 月 30 日～ 

11 月 30 日 

無 無 

 



統 計 課 港 湾 課 地 域 金 融 室 都 市 計 画 課 健 康 増 進 課

１　市町別毎月人口推計調査 ２　兵庫県港湾調査 ３　中堅・中小企業の資金調達状況に関する調査 ４　近畿圏パーソントリップ調査（事前調査）
５　受動喫煙の防止等に関する条例の対応
状況実態調査

県・市町の毎月の人口移動状況を把握し、
諸施策の基礎資料を得る

港湾の開発・利用及び管理に資するた
め、県内における港湾の実態を明らかす
る

中堅・中小企業の資金調達状況を把握
し、今後の施策展開に活用する

近畿圏に居住している人の動き（地域別・交
通手段別等の交通実態）を総合的に把握
する

条例の認知状況や受動喫煙防止対策の対
応状況を把握する

市町別毎月人口推計調査実施要領 － － － －

市町の住民基本台帳の移動状況 2者
県下に事業所を置く中堅・中小企業約
360社（有意抽出）

明石市、三木市、市川町においてそれぞれ
無作為抽出した各420世帯の構成員

飲食店等約４千件（但し、規制対象施設約１
万件となる可能性あり（施設区分によって全
数又は無作為抽出））

毎月1日現在
毎年1月1日～12月31日実績を翌年1月
実施

毎年6月中旬～下旬の状況を7月末に、
10月中旬～下旬の状況を11月末に調査
実施（令和元年度においては、11月末
調査なし）

令和元年10月1日～11月30日
（概ね10年周期）

令和２年10月30日～11月30日
（概ね3年周期）

①男女別の転入・転出者数、出生・
　 死亡者数
②世帯の増減数

入港船舶、船舶乗降人員、海上出入貨
物

業種、資本金額、1年前と比べた売上
高・利益率

個人が１日（平日、休日）の間に行った全て
の移動における出発地、目的地及びその
交通手段、移動の目的等

条例の認知度、受動喫煙防止対策の実施
状況、表示の状況、建物内禁煙を実施する
場合の課題等

県－市町 県－調査員－報告者 県－報告者 県－民間事業者-報告者 県－報告者

・オンラインで報告 ・調査員調査 ・郵送で配布、回収 ・郵送で配布、回収もしくはオンラインで回 ・郵送配布、郵送・FAX・電子メールで回収
・報道発表
・県HP掲載

・県HP掲載
・「兵庫県港湾統計年報」発行

・県HP掲載 なし ・県HP掲載予定

個人 ○
事業者 ○ ○ ○
市町 ○ ○

国勢調査の人口・世帯数に毎月の住民票
の移動を加減して推計。
　（県内全市町からメール報告）

県内港湾30港のうち、国土交通省所管
の基幹統計調査「港湾調査」の対象外2
港について利用実態を把握する。

（関係事業者を対象に調査員調査を実
施）

中堅・中小企業の資金調達状況を把
握し、今後の施策展開に活用する。（県
下に事業所を置く中堅・中小企業を対象
（約360社を抽出）に業況及び金融機関
の貸出姿勢等について郵送で調査）

明石市、三木市、市川町においてそれぞれ
無作為抽出した各420世帯の構成員を対象
に交通実態を把握する。（無作為抽出した
調査対象世帯に対し、調査協力依頼はが
き、調査票を郵送し調査）

「受動喫煙の防止等に関する条例」改正か
ら３年経過後の見直しに向け、条例の認知
度や対応状況を把握し、今後の受動喫煙防
止対策の方向性を検討するための基礎資料
とする。（飲食店等約４千件を対象に郵送等
で調査（但し、規制対象施設約１万件となる
可能性あり）

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

回収状況 令和元年度　全市町から回収(100%) 令和元年度  2/2者(100%)
令和元年度 上期216/364社(59.3%)、下
期 調査なし

令和元年度　272/1,260世帯(21.6%) 平成29年度　12,261/23,696件（51.7％）

問題点 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし
問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし
特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

③ ③ ③ ③ ③

行政諸施策、計画策定・改定の基礎資料 「兵庫県港湾統計年報」の作成 施策立案のための基礎資料
パーソントリップ調査（本体調査）の実施計
画検討のための基礎資料

施策立案のための基礎資料

－ － － － －

【なし】 【なし】 【なし】 【なし】 【なし】

③ ③ ③ ③ ③

③ ③ ③ ③ ③

（別紙1）
県統計調査の実施・計画状況及び「県基幹統計調査への指定、匿名データの作成・提供」に係る実施課の意見

１　調査への協力依頼上の課題

統 計 調 査 の 名 称

４　その他実施上の課題

第１　調査の実施概要

１　実施目的

２　根拠法令等

３　調査客体

４　調査期日・周期

５　主要調査事項

６　調査系統

７　調査方法

８　結果公表

第５　匿名データの作成・提供

●匿名データの庁内での利用
　　①匿名データを作成・提供している
　　②匿名データを作成・提供する予
　　　定がある又は作成したい
　　③匿名データを作成する予定は
　　　ない

●匿名データの外部提供
　　①外部利用者からの要望があり、検
　　　討したい
　　②外部利用者から要望があれば、
　　　匿名データ提供でなく、委託で
　　　統計を作成したい
　　③外部利用者からの要望はない

９　調査客体

１０　調査の実施概要

第３　県基幹統計調査への指定
　　①指定したい　②指定するか検討中
　　③指定する予定なし

第４　集計結果の利用

利用者の
範囲・用途

(1)部局内での利用

(2)部局以外の庁内・庁外

公表された集計結果以外のものに対
するニーズ（具体的な照会）の有無

第２　統計調査の実施状況

２　調査票の回収

３　記入状況
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令和元年度兵庫県統計教育セミナー実施結果 

 

１ 目 的 

  主に教員を対象に統計教育の実施方法のヒントとなる実践事例の紹介や実

演を行い、統計教育の充実を図る。 

 

２ 日 時 

  令和元年８月２８日（水）13:30～16:30 

 

３ 場 所 

  神戸市教育会館５階 ５０１号室 

 

４ 参加者 

主に小・中・高等学校の教員 ５０名  ※定員 50 名 

 

５ セミナー概要 

  (1)  講 師 

愛知教育大学数学教育講座 准教授 青山 和裕 

 

 (2)  内 容   

       第１部  講 義 

     「AI 時代に求められる統計教育の指導法について 

～統計重視の社会的背景から指導のポイントまで～」 

     第 2 部 ワークショップ 

    「手軽にできるデータ分析体験」 

 

６ セミナーに対する感想 

(1) 第１部 講 義 

  ア 大変参考になった  ３８名(82.6%) 

    イ 参考になった     ７名(15.2%) 

    ウ 参考にならなかった  ０名(0.0%) 

    エ 無回答               １名(2.2%) 

 

(2)  第２部 ワークショップ    

ア 大変参考になった   ３３名(71.8%) 

    イ 参考になった       １０名(21.7%) 

    ウ 参考にならなかった    ０名(0.0%) 

    エ 無回答               ３名(6.5%)        

※回答率９２％ 

資料４－１ 
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７ セミナーの状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 過去の開催状況 

 

  

年度 参加者数 セミナー概要 

27 50名 ① 『統計教育が必要とされる背景と実践例』  

②  教材事例を用いたワークショップ 

28 68名 ① 『次期教育課程も踏まえた統計教育の指導について 

 ～アクティブ・ラーニングに応じた教材体験を通じて～』 

② 『バランスが良い人はどんな人か分析してみよう』 

29 61名 ① 『新学習指導要領で求められる統計教育の具体像について』 

② 『統計的探究プロセスを学習活動の中心に位置づけた授業実践』 

30 50名 ① 『新学習指導要領がめざす統計指導のあり方 

－確かで豊かな授業実践に向けて－』 

② 『データを活かす！～統計的思考力の育成をめざした授業実践～』  

                          ※定員 100 名 
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令和元年度兵庫県統計活用セミナー実施結果 

 

１ 目 的 

  統計データの利用、理解及び普及を図り、更なる統計の活用に資するた 

めのセミナーを開催するとともに、セミナー案内を通じ新規賛助会員の加 

入を図る。 

 

２ 日 時 

  令和元年１１月１４日（木）13:30～16:30 

 

３ 場 所 

  兵庫県民会館 11 階 パルテホール 

 

４ 参加者 

県及び市町職員、協会賛助会員、学識者、企業・金融機関等 ８８名 

 

５ 概 要 

  セミナーⅠ「人口統計と少子化対策」 

国立社会保障・人口問題研究所人口構造研究部 第二室長 鎌田 健司 

 

 セミナーⅡ「データから見た関西経済 ～データユーザーからの視点～」            

      三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社調査部 主任研究員 塚田 裕昭 

 

  セミナーⅢ「経済分析・人口分析ワークシートの見方・使い方」 

      兵庫県企画県民部ビジョン局統計課参事  芦谷 恒憲 

 

６ セミナーに対する感想 

セミナー全体について 

   ア 大変役に立った      23 名（34.3%) 

   イ 役に立った         36 名（53.7%) 

   ウ 役に立たなかった       0 名（0.0%) 

   エ 全く役に立たなかった   0 名（0.0%） 

オ 未回答                8 名（12.0%） 

     ※回答率 7６.１％ 

資料４－２ 
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７ セミナーの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 過去の開催状況 

年度 参加者数 セミナー概要 

27 

 

77名 

 

① 『統計からみた本県経済の現状と課題について』  

② 『統計からみた本県観光の現状について』 

28 93名 ① 『平成23年兵庫県産業連関表の概要と利用』 

② 『地域産業連関表の現状と課題』 

③ 『神戸マラソンの経済効果について』 

29 95名 ① 『雇用と家計から見た国・地域の経済の現状と課題』 

② 『人口データで見る地域の現況と将来』 

③ 『兵庫県人口分析ワークシートの見方・使い方』 

30 

 

95名 ① 『経済統計観察の落とし穴』 

② 『統計データの利活用方法と取組事例について』 

③ 『兵庫県及び県内市町版経済波及効果分析ﾜｰｸｼｰﾄの見方・使い方』 

  

  























1 
 

2020/2/３ 

兵庫県統計普及・加工分析事業の概要と課題 

 

                     兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 

 

 

（１）背景  ～外部からの政策ニーズに対応するため実施～ 

   統計データを政策に活用するため、2009 年度に統計課内に政策統計担当、ビジ

ョン課内に政策分析担当を設置した。庁内だけでなく庁外や外部からの政策ニーズ

に対応する必要があるとの判断が、組織設置の背景にある。地域における政策統計

に関する調査・研究とその成果を普及させるため、県内大学と県が連携協定を締結

した。神戸大学と「地域政策統計研究会」、兵庫県県立大学と「地域経済指標研究会」、

関西学院大学産業研究所と「関西経済構造分析研究会」をそれぞれ設置し、協働し

て研究プロジェクトを進めている。  

 

（２）内容  ～精度を高めるため県内の大学と連携、協働で実施～ 

   統計相談への対応やニーズに応じた集計・加工データを提供するため、データ

の所在やデータ加工の方法の情報提供、政策課題に対応した集計値、加工・分析結

果を統計ユーザーに提供している。例えば、観光や環境など個別分野の指標の試算、

分析に必要なデータ収集の方法、アンケート調査票の設計や実施方法など庁内担当

者や大学研究者と情報を共有し、互いに分析スキルを持ち寄り、事業を実施する。  

 

（３）方法  ～政府データの収集から個別アンケート実施～ 

   データ収集は、自治体データ、政府統計に庁内や団体等に業務統計を加えたも

のを収集・整理し加工して新規に作成する。ミクロデータ集計値を含む調査統計の

ほか、業務統計、業界団体の統計のほか、必要があれば統計ユーザーと共同でアン

ケート調査も行う。統計ユーザーには、直接、電話や電子メールでやりとりし、利

用者のニーズを確認し、ニーズに沿ったデータ加工を行い、統計データの利用に役

立てている。古い報告書・資料などの紙や PDF データから発掘し、加工分析が容易

な電子データとして活用する。  

 

（４）分析内容  ～基本データを整理し、分析領域の拡大に対応～ 

   県と県内大学とで連携した結果は、報告書等にまとめ、県や大学の公式ホーム

ページ（研究会）で公表し、分析事例としてデータの利用普及を進める。 

地域産業連関表の分析を進めるため、県や県内地域ブロックや市町別基本デー

タを収集・整理し、県内地域産業連関表や市町産業連関表や経済波及効果分析ワー

クシートを作成し、分析領域の拡大を図った。さらに、地域魅力創出プロジェクト

などの経済波及効果を事業実施主体と連携して調べ、施策の具体化や政策効果の確

認に利用された。 

また、統計ユーザーとアンケート調査やデータの収集を共同で行い、分析手法の

確認と普及と分析事例の蓄積と WEB ページによる公開を進めている。  

 

 

資料５－２ 
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（５）分析の考え方  ～大学と協働の関係でレベルアップ～ 

   統計ユーザーの依頼に絶えず耳を傾け、工夫をしているが、ユーザーに応じて

分析結果をわかりやすく伝える。分析手法や分析結果について、県内大学との連携

協定を締結し、お互いにギブ&テイクの関係を築き、協働で成果を積上げることが継

続の基礎になっている。データの精度が異なるデータをいかに加工すればユーザー

のニーズに応えることができるかの判断が容易になった。  

 

（６）分析事例  ～経済状況を把握するデータとして政策に活用～ 

   作成している統計データは、従来、経済データは、県産業労働部「兵庫県の経

済・雇用状況」など景気の現状判断基礎資料として利用されていた。県内大学との

連携プロジェクトによる新たなデータの作成や分析により、「21 世紀兵庫長期ビジョ

ン」目標値（将来人口、県内 GDP 将来推計等）、「兵庫県地域創生戦略」評価指標（人

口移動分析等）、地域イベントの成果指標（地域観光消費額推計、スポーツイベント

経済波及効果等）などで活用されている。大学研究所と共同で新たに作成した兵庫

CLI（景気先行指数）は、民間研究機関やシンクタンクでの景気先行き指標の一つと

して活用されている。  

 

（７）事業の課題～統計ユーザーのリクエストに分析手法を提案、データ精度向上～ 

   継続して続けることが大切で、ニーズの変化に合わせて、求められているもの

を把握し、新しい分野があればネットワークを活用して、さらなる指標を作成し提

案している。統計作成者と統計利用者が連携しながら分析ニーズに応じたデータ改

善を図る必要がある。今後は引き続き、外部からの政策ニーズに対応していくため

に依頼者に合った政策課題について県内大学と連携し、事業を実施している。 

 

 

 

1 現状把握分析

データ収集 １次加工 2次加工
調査統計 単純集計表 クロス集計分析
業務統計 集計表・グラフ化 関連データ組合せ分析 県内大学と連携
ｱﾝｹｰﾄ調査 （連携協定）

データ 研究会設置により
2 推計モデル作成・政策シミュレーション 集計加工 調査事業実施

データ収集・加工 データ分析 神戸大学大学院
ユーザから提供 　相関分析 需要等分析・政策ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 経済学研究科

アンケート調査データ 　回帰分析 地域政策統計研究会

兵庫県立大学大学院

3 指標（現状・将来分析）の作成 データ 大学院減災復興研究科

分析評価 地域経済指標研究会

個別指標・統合指標試算・検討 原因分析、将来予測 関西学院大学
産業研究所

関西経済構造分析

研究会

4 数値目標設定フォローアップ

関係者ワークショップ・指標比較 実績値によるフォローアップ
データに基づく検討会
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統計データ利活用の論点 

 

１ 統計ニーズ例と課題 

・人口問題：人口減少対策、人口・世帯将来予測 

・情報政策：地域情報マップ、オープンデータ 

・健康・福祉：平均寿命・健康寿命、出生率・死亡率、福祉需要 

・行政運営：地域水準比較、行政需要、総人口、域内総生産 

・広報：見える化：グラフ、ダッシュボード、県市町マップ、項目別ヒートマップ 

 

課題：分析項目が多様化、集計表が多様化、ファイル形式が多様化し、長期時系列

データでは、統計分類や定義の変更が必要 

 

２ データ加工分析と方法 

・統計分析の役割は、複数の分野をつなぎ現在を知り、変化を読むこと 

・収集したデータでパターンを読み解き、ものの見方や判断力を得る 

・複数の分野間をつなぎ、データの取扱方を見る 

 

分析加工例 

統計書（基本表）の加工、関連指標：長期時系列、比較分析表、利用目的別集計表 

・提供データ電子化：紙データ、PDF データをエクセル形式等電子データで提供 

・長期時系列整理：概念、分類、地域（市区町）を現在の概念、地域、分類に組み替

え 

・比較較分析表、地域分析表、時系列分析表の作成 

・分析結果の見える化：調査方法・調査票例示、集計表の例示、分析概要の例示 

 

 

３ データ分析事例蓄積と普及 

 

分析事例蓄積効果 

・予測データにより政策対応が効率的になり、予防対策等の検討や機動的な施策の実

行が可能 

・収集データが実態を反映したデータであれが、予測精度は高い 

・個別集計データにより経済的行動を予測することができる 

・複数の選択肢が、現実的な予測と着実な改善策を生むことができる 

・ビッグデータ、業務データ、計測データ、画像データなどにより情報把握ができる 

・最適意思決定資料、円滑なコミュニケーションが可能となる 

・情報を共有し、特性の把握、可視化、課題の評価・判定を行うことができる 


